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地方公務員の中期キャリアの分析
――政令指定都市A市の大卒行政職事務系職員の異動・昇進の構造とその規定要因を中心に――

松 尾 孝 一＊

Ⅰ はじめに

筆者は松尾（2002）において，ある政令指定都市 A 市の大卒行政職事務系の同期入庁職員を対
象に，その入庁 11 年目までの初期キャリアの時期における異動と昇進について職員録などを追跡
することにより分析した。そこで明らかになったことは，入庁後 10 年前後までの初期キャリアの
段階で，配置部署や職務の差によって実質的には「早い選抜」が行われているということであっ
た。すなわち，入庁3～4年目の最初の異動でいわゆる官房系部局（総務・人事・財務などの内部
管理事務を担当する部局）をはじめとした評価の高い部署や，事業局の庶務や経理等の管理的職務
に異動した者の多くが入庁 10～11 年目に管理職（係長級）に順当に昇進していき，かつ同期中の
10～11 年目の昇進者の多くがその種の者によって占められているということであった。このこと
によって，地方自治体においては「早い選抜」が行われている実態を指摘した。

しかし，たとえ上記のように係長級に先んじて昇進した者であっても，彼らがその後の昇進にお
いて先頭を走り続けられなければ，この「早い選抜」は係長昇進時点といういわば中期キャリアの
入口段階までしか適用されないということにもなりかねない。

従って本稿では，その同じ集団を対象にその後のキャリア段階の異動と昇進について，同市の職
員録などから抽出したデータに基づき分析することを課題とする。特に本稿では，その入庁 10 年
目～31 年目のキャリア，特にその集団の先頭グループが課長や部長への昇進を目指す中期キャリ
ア段階（おおむね入庁 15 年目～30 年目）の異動と昇進１)の構造に焦点を当てて分析を行うことと
する。そのことを通じて，地方公務員の世界における「早い選抜」が中期キャリアの段階でも維持
されているかどうかを検証したい。そして，本事例では同期集団全員の異動と昇進の状況をデータ
的に把握できることから，いわゆる第一選抜者のみならず，二番手以下のグループや非昇進者の状
況も分析し，異動・昇進の全体的構造を明らかにしていきたい。また，この集団に関しては個々人
の年齢・性別・出身大学などのプロフィールも把握できることから，これらの属性に応じた庁内
キャリアの実態についても明らかにしていく。さらには，これらの分析結果と民間企業ホワイトカ
ラーや公務員の異動・昇進を扱った先行研究との異同や，公務員人事政策への含意についても言及
する。

＊ 青山学院大学経済学部教授
1) 公務員の人事では任命権者が行政行為として職員を特定の職に「任用」するという形式をとるため，管理職ポ

ストへの職員の昇進は厳密には「昇任」と表現すべきであろうが，本稿では民間との比較の意味からも，「係長
昇任試験」のような制度名称の場合を除き，原則として「昇進」の語を用いる。
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Ⅱ 先行研究の概観と本稿における検討課題

まず，本稿での議論の準備として，民間大企業ホワイトカラーや地方公務員の異動と昇進に関す
る先行研究を概観し，それを踏まえて本稿における検討課題を提示する。

1 民間大企業ホワイトカラーの異動と昇進
民間大企業のホワイトカラーの異動と昇進については，Rosenbaum（1984）の議論２)も踏まえ，

日本でもおおむね 1980 年代から研究が蓄積されてきた。その中でも花田（1987）や今田・平田
（1995）は著名な研究である。特に今田・平田（1995）は，ある「日本の重工業を代表する」大企
業の人事データの分析を通じて，「昇進の三層構造」を明らかにした。すなわち，初期キャリア段
階では同期入社者の間で一律に昇進が処遇される「一律年功型」のルールに基づいて昇進が行わ
れ，中期キャリア段階では係長や課長などの中間管理職の上位職位への到達スピードを競う「昇進
スピード競争型」のルールが適用され，後期キャリア段階ではトーナメント選抜となる「トーナメ
ント競争型」の昇進ルールとなる，というものである。

この今田・平田の分析によれば，中期キャリアにおける昇進競争は，純粋な年功型でもトーナメ
ント型でもなく，それらの中間であり，係長や課長の段階において同期が同一資格ランクに並んで

「仕切り直し」をする時期があるということである。そして，「仕切り直し」の時期が存在すること
から当然に，係長昇進でトップとなった者（フロントランナー）と数年後れを取った者（フォロ
ワーズ）との間でも，課長昇進段階では昇進年次の逆転が生じることもあるし，実際そのことが
データ的にも指摘されている３)。

また，竹内洋も，某大手金融保険会社の人事データに基づいて特に中間管理職段階の昇進競争を
分析した結果，それぞれの段階で早く選抜されることがその後の昇進に必要ではあるものの，ある
段階までは昇進のリターンマッチが生じること指摘している。例えば，課長昇進における第一選抜
～第二・第三選抜あたりまでの間では，次の段階で昇進のリターンマッチがかなり生じるとしてい
る（竹内 1995,2016）。

2 地方公務員の異動と昇進
次に地方公務員の異動と昇進については，以下のような先行研究を挙げることができる。
まず稲継（1996）は，地方公務員の昇進については，自治体による多様性はあるとはいえ，基本

的には「おそい昇進」政策がとられているとしている。そして稲継は，このような「おそい昇進」

2) 周知の通り，ホワイトカラーのタテのキャリア，すなわちその昇進構造の定式化については，アメリカの某大
手企業の人事記録の分析からホワイトカラーの昇進構造について検討した Rosenbaum（1984）が有名である。
Rosenbaum は，規範ではなく事実としての選抜に注目することにより，庇護移動（sponsored mobility）や競争
移動（contest mobility）などの選抜システムについての伝統的な理解を覆し，現実には庇護移動と競争移動と
を折衷させた形のトーナメント移動が見られることを指摘した（Rosenbaum 1984：38-65）

3) ただしトヨタ自動車における従業員の昇進実態を人事データに基づき詳細に分析した辻（2011）では，入社直
後からの「昇進スピード競争」，「トップ単独選抜」，多くの階層分け，頻繁な逆転人事，昇進の突発性，等々，
対象時期が近年にまで及んでいるせいもあろうが，今田・平田（1995）の事例よりも過酷な競争実態が指摘され
ている。
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政策こそが，比較的遅い時期まで昇進の勝敗結果を明らかにしないことによって，職員のインセン
ティブを最大限に引き出してきたと主張している。

しかしその一方で，上記の稲継の研究とほぼ同時期から，地方公務員の昇進がそのスピードに関
しては「おそい昇進」であるとしても，実質的な選抜はある程度早い段階から行われていることを
主張する研究も現れてくる。例えば，山本（1996,1997）は，某県の管理職の人事データの分析か
ら，係長昇進時期の早い者ほど最終到達職位が高くなっていることを指摘し，トーナメント型の昇
進構造並びに，係長昇進時期に将来を規定する選抜が行われるという「早い選抜」をデータ的に指
摘している。また，経験ポスト数が多い者ほど最終職位が高くなっていることも指摘している。

ただし地方公務員の昇進管理についてのこれらの研究は，その主たる関心が昇進の遅速と選抜時
期にあるため，異動と昇進の構造の中でいかなるスキルが問われているかを十分には明らかにして
いない。言い換えれば，公務部門の組織的特質を踏まえた上で，同一職位の中でいかなる職務を経
験しいかなるスキルを形成することが昇進に有利に働くかといったタテ・ヨコのキャリアの結びつ
きに関しての分析がまだ不十分なのである。

その後しばらくして，既存研究のこのような限界を指摘しつつ，公務員の異動・昇進の中でいか
なるスキルが形成されまた問われ，それがどのように昇進に結びついていくかについても考察しよ
うとした研究が出てくる。要するにこれは，ヨコの異動とタテの昇進の双方を複眼的に分析するこ
とを通じて地方公務員の昇進構造を把握しようとする研究である。その先駆的なものとしては峯野

（2000a，2000b）が挙げられる。すなわち峯野は，ある政令指定都市の職員の人事データ，特にこ
の市における局長級昇進者の人事データの分析から，地方公務員の昇進構造が（入庁後3年～5年
程度の段階で将来の幹部候補者の事実上の選抜が行われる）早い選抜であり，かつトーナメント型
の構造であることを指摘している。そして，早く昇進する職員は，採用後まず一般的な部門を経験
した後管理部門中心のキャリアを歩む（一部はすでに最初から管理部門内でのキャリアを歩む）傾
向があることを指摘する。

また，冒頭でも言及した松尾（2002）も，峯野とは別の政令指定都市の大卒事務系職員の異動と
昇進のデータを事例に，その初期キャリア段階における早い選抜とトーナメント型の昇進構造や，
官房系部局や事業局管理部門経験者の選抜における優位性を指摘した研究である。

これらの研究も踏まえ，竹内直人は，ある県の大卒事務系職員の人事データの分析から，「昇進
自体は 35 歳前後までは，ともぞろえで進んでいくが，最初の選別は早ければ採用5年前後で始
まっている」として，「遅い昇進，（隠れた）早い選抜」という実態を明らかにしている（竹内
2019）。また，人事・財政・企画（「人財企」）といった部門を若い時期に経験した者が高い職位に
到達していることも明らかにしている。竹内のこうした指摘は，峯野や筆者（松尾）などの指摘を
裏付けるものと言える。

これら最近の地方公務員の人事データの分析からは，地方公務員の昇進速度は国家公務員のキャ
リア組などと比べると「遅い昇進」ではあるが，実質的な選抜は早期に行われている（「早い選
抜」）という実態が明らかにされている。ただし，これらの研究は，中期キャリアの分析が不足し
ており，そのため初期キャリアで選抜された者がそのまま庇護移動的に昇進を重ねて部長局長等に
順調に到達しているかのような印象すら受けかねない。これらの先行研究が示唆するように，高い
職位への昇進のためには初期キャリア段階での選抜で「勝つ」，すなわち「早い選抜」を成功裏に
クリアすることが重要であるとしても，初期キャリアでの「勝ち」が高職位への昇進の単なる必要
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条件に過ぎないのかどうかは，中期キャリアにおける選別の実態を丁寧に検討していくことが必要
である。

具体的な検討課題としては，以下のようなことが考えられる――。民間大企業の昇進研究で明ら
かにされてきたような中期キャリアにおけるリターンマッチはないのかどうか。今田・平田

（1995）が指摘したような中期キャリアにおける「仕切り直し」の期間はあるのか。それとも，中
期キャリアにおける昇進構造は庇護移動でも競争移動でもないトーナメント型となるのか。また
は，初期キャリアの選抜で勝った者は中期キャリアでは庇護移動のパターンになるのか。中期キャ
リアのヨコの異動のパターンはどのようなもので，そこでどのようなスキルが問われた結果タテの
昇進に結びつくのか。

Ⅲ データに基づく異動と昇進の実態分析

上記のような検討課題を明らかにするために，以下では地方公務員の異動と昇進に関するデータ
を分析していく。本稿で使用するデータは，松尾（2002）で分析の対象にしたものと同一の集団の
データである。すなわち，ある政令指定都市 A 市における 1990 年4月入庁の大卒行政職事務系職
員のデータである。松尾（2002）ではこの集団について入庁 11 年目までの異動と昇進を調査しそ
の特徴を分析したが，本稿ではその同じ集団の入庁 31 年目までの異動と昇進状況を調査し，中期
キャリアにおける異動と昇進の構造を明らかにしたい。

ちなみに，松尾（2002）でも紹介したとおり，この 1990 年の大卒一般行政職事務系（法律職・
経済職）入庁者は 94 人であった。入庁者の名簿４)によると，この 94 人の採用区分の内訳は，「法
律」47 人，「経済」47 人５)であった。本稿冒頭にもあるとおり，松尾（2002）では，この 94 人の
うち同市が発行してきた『A 市職員録』により入庁 10 年後（入庁 11 年目）の時点で在職が確認
できた 85 人についてそのキャリアを調査し，分析を行った。本稿では，このデータをベースにし
ながら，その後の約 20 年の同集団の異動６)と昇進について毎年7月頃に刊行される『A 市職員
録』７)をもとに追跡調査を行った。また，対象者への聞き取りによる調査も一部で行った。なお，
管理職（本稿では係長級以上と定義する）については，地元紙の異動記事や，各局の事業概要等の
行政資料，A 市のウエッブサイトに掲載されている幹部職員名簿なども適宜参照した８)。

4) この年の新規入庁者については，松尾（2002）でも記したように，新規入庁者向けに入庁当初配られる『自己
紹介書（大学・短大・高専卒）』の冊子より特定した。この冊子には，その年の大卒・短大・高専卒新規入庁者

（行政職と一部の専門職）の氏名・生年月日・採用区分・最終学歴などが記載されている。なおこの年の大卒行
政職事務系採用者 94 人の中には修士卒が5人含まれているが，採用区分上学部卒と区別されていないため特に
区別して分析することはしない。また，キャリア管理の実状を考慮し，法律職・経済職を区別せず両者を大卒行
政職事務系として一括に分析対象にする。

5) さらにこの経済職の採用区分は，経済学部出身者を想定した「経済Ⅰ」（採用者 39 人）と，商・経営学部出身
者を想定した「経済Ⅱ」（同7人），さらに情報処理専攻者を想定した「経済Ⅱ（コンピューター）」（同1人）に
分かれているが，本稿ではこれらの区分についても分析上特には区別しない（ただし「経済Ⅱ（コンピュー
ター）」については実質的には技術系に近いと考えられるため，その該当者のキャリアの特殊性についてはⅢ2
でも言及している）。

6) 異動については，松尾（2002）と同様に，単なる部署名称の変更，職制改正によるもの，課内異動などについ
ては原則としてカウントしていない。
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これらの調査の結果，この 94 人の同期入庁者グループのうち，2020 年度（入庁 31 年目）初頭

7) ただし『A 市職員録』については，2018 年度より冊子体では刊行されていないため，2018 年度～2020 年度分
については，A 市人事課の電子データから A 市中央図書館が作成・印字して紙ファイルに綴じた「職員録」を
参照した。加えてその 2019 年度以降分については氏名索引が付されていないため，今後この種の調査を行うこ
とには困難が予想される。個人情報の問題はあろうが，情報公開の観点から改善を望みたい。

8) A 市の部長級以上の職員（外郭団体等への出向・派遣者除く）については，同市のウエッブサイトに名簿が
掲載されている。また，局長級職員（外郭団体等への出向・派遣者除く）については，同ウエッブサイトに主要
な職務経歴も掲載されている。
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係員 係長級 課長級 部長級 局長級 合計
1990年度 94(21) 0 0 0 0 94
1991年度 93(20) 0 0 0 0 93
1992年度 91(18) 0 0 0 0 91
1993年度 89(18) 0 0 0 0 89
1994年度 87(18) 0 0 0 0 87
1995年度 87(18) 0 0 0 0 87
1996年度 85(18) 0 0 0 0 85
1997年度 85(18) 0 0 0 0 85
1998年度 84(18) 1 0 0 0 85
1999年度 72(17) 13(1) 0 0 0 85
2000年度 66(17) 19(1) 0 0 0 85
2001年度 60(17) 25(1) 0 0 0 85
2002年度 58(17) 27(1) 0 0 0 85
2003年度 55(17) 28(1) 0 0 0 83
2004年度 52(17) 31(1) 0 0 0 83
2005年度 52(17) 31(1) 0 0 0 83
2006年度 50(17) 32(1) 0 0 0 82
2007年度 49(17) 29(1) 4 0 0 82
2008年度 48(17) 25 9(1) 0 0 82
2009年度 46(16) 25(1) 11(1) 0 0 82
2010年度 44(16) 25(1) 13(1) 0 0 82
2011年度 43(16) 22(1) 16(1) 0 0 81
2012年度 41(16) 22(1) 18(1) 0 0 81
2013年度 41(16) 21(1) 19(1) 0 0 81
2014年度 41(16) 20(1) 17(1) 3 0 81
2015年度 41(16) 17(1) 16(1) 6 0 80
2016年度 39(16) 18(1) 16(1) 6 0 79
2017年度 39(16) 16(1) 17(1) 7 0 79
2018年度 39(16) 14(1) 18(1) 6 1 78
2019年度 37(16) 14(1) 17 7(1) 1 76
2020年度 37(16) 13(1) 15 5(1) 5 75

注：各年度の職位の人数分布は年度初頭時点のものである。カッコ内は女子で内数。

表1 各年度初頭時点での在職者職位分布状況（人数）



時点で 75 人の在職者を確認することができた９)。その職位別の内訳は，表1からもわかるとおり，
2020 年度初頭時点では管理職（係長級以上）38 人10)，非管理職（係員）37 人である。この 75 人
については，入庁1年目から 31 年目まで，その一人一人の各年度の職位と在職部署について確実
に把握することができた11)。従って本稿では，この同期入庁者グループの管理職昇進者（現時点で
の係員への降格者と退職者も含む）を主たる対象に，その 31 年目までの期間の異動と昇進につい
て，特にその中間管理職段階に焦点を当てながら分析を加えていくが，非管理職に留まっている者
のキャリアについても対比的に言及することとする。なお，2020 年度初頭時点ですでに退職済み
の者についても，管理職・非管理職を問わず，その在職年度までは分析の対象に含める。

1 A市の人事制度の概略的説明
本格的な事例分析に入る前に，まず A 市における昇進・昇格の制度の概略について述べる。た

だし以下の記述内容は，本研究で事例とする 1990 年の大卒一般行政職事務系（法律職・経済職）
入庁者というコーホートが中間管理職への昇進時期を迎えた 1990 年代末から 2000 年代初頭の時期
についてが主である。

A 市の職制は比較的単純であり，一般行政職の職位は，係員，係長，課長，部長，局長である。
加えて，担当係長，担当課長，担当部長，担当局長などの名称のスタッフ的管理職12)も存在する。
ただし脚注 12 のような実態も考慮し，本稿ではライン管理職とスタッフ的管理職とは分析上特に
は区別せず，以下では双方を係長，課長，部長，局長とまとめて表記する。なお現在では，職務の
級と役職段階との対応関係は，1～4級が係員，5級が係長，6級が課長，7級が部長，8級が局
長である13)。

9) 本稿で言う「在職者」の人数は，いずれの時点においても，外郭団体等への出向・派遣者も含めた人数であ
る。なお，本稿執筆にあたっての調査には万全を期したが，それでもなお，在職者の把握漏れや改姓者の別人と
の取り違え等が 100％ないとまでは言い切れない。万一そのようなケースがあった場合にはそれは筆者の責に帰
せられる。ただし，そのようなケースはあったとしてもせいぜい1～2件であること，また管理職の氏名・所属
は複数の媒体で確認できることなどから，本稿での分析結果には影響はないと考えられる。

10) ただしこの 38 人の他に，（職員録を見る限り）係長からの降格により 2020 年度（入庁 31 年目）初頭時点では
係員の者2人が存在する。また他に，係長昇進後から同時点までの間に退職済みの者2人が存在する。従って，
この 94 人の同期入庁集団における同時点までの累計の管理職経験者は 42 人である。

11) むろん既退職者（あるいは既退職者と判断できる）19 人についても，在職中の年度までは一人一人の各年度
の職位と在職部署について同様に把握することができた。

12) かつての A 市では，これらは主査（係長級），主幹（課長級），参事（部長級），参与（局長級）の名称であっ
た。むろんこれらは民間企業のような職能資格の名称ではなく，スタッフ的管理職としての職位である。ただし
実質的には，これら主査や主幹などのスタッフ的管理職は，純然たるスタッフ職というよりは，インフォーマル
には若干の部下を持ち，係内や課内で特命的事項を主に担当する管理職という性格が強い（それゆえ，俗なたと
えをすれば，主査や担当係長は張出係長，主幹や担当課長は張出課長のようなものであろう）。実際，新規昇進
者は，最初からライン管理職に就くよりも，まずはこれらのスタッフ的管理職の地位に就くことが多い。しか
し，これら主査や主幹などのスタッフ的管理職も上記のように管理職としての実態を有しているので，職能資格
制度下の民間企業で大量生産されてきた名ばかり管理職とは到底言えない。

13) これは 2007 年度以降の制度である。それより前は，1～4級が係員，5・6級が係長，7級が課長，8級が
部長，9級が局長であったが，ワタリ（運用昇格）の廃止との関係もあり，2007 年度からは係長が1つの等級

（5級）に整理されている。
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このコーホートの第一選抜クラスが係長に昇進する時期であった 1990 年代末ごろでは，その昇
進・昇格は制度上は以下のようになっていた。まず採用時は1級で，半年後に2級，入庁後5年半
で3級になる。3級までは皆横並びであるが，大卒の学部卒は2級昇格後満7年（すなわち入庁後
7年半）で係長昇任試験の受験資格を得る（修士卒はこれより2年早い）。従って入庁8年目の終
わりに係長昇任試験（一般選考である A 選考）を受験し，合格すれば入庁後8年（入庁9年目）
で4級を飛び越えて係長（5級）に昇進できることになっていた。よって最短の場合 30 歳で係長
に昇進できた。これが係長昇進への制度上の最短コースであった14)。なお，その後の昇進・昇格に
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入 庁 係長級 課長級

4 3

2

2
2

3
2

2

2

2

部長級 局長級

第一選抜と
二番手との
カベ　　　

二番手と
三番手以
下とのカベ

1年目
94人

9 年目
1人

10年目
12人

11年目
6人

12年目
6人

13年目
2人

14年目
1人

15年目
3人

17年目
1人

18年目
1人

19年目
1人

20年目
2人

18年目
4人

19年目
5人

20年目
2人

21年目
2人

22年目
3人

23年目
2人

24年目
1人

25年目
1人

26年目
3人

28年目
2人

29年目
1人

21年目
2人

22年目
1人

23年目
2人

27年目
1人
計42人

計26人

計11人

計 5人

24年目
1人

25年目
3人

29年目
1人

31年目
4人

26年目
3人

28年目
1人

30年目
1人

31年目
2人

注：係長以降の太線は2人以上の昇進者がいる経路（太線脇の数字はその人数）。

図1 A 市入庁者のキャリアツリー（1990 年入庁大卒行政職事務系）



ついては，あくまで最短の場合だが，係長昇進後8年（大学学部卒で入庁後 16 年）で課長，課長
昇進後8年（同 24 年）で部長，部長昇進後5年（同 29 年）で局長というのが一応の内規のようで
あった15)。

一般行政職の場合，係長昇進にはこの係長昇任試験合格がかつては絶対に必要な要件であっ
た16)。従って，ポスト不足とも相まって競争率も高く，1～2回の受験で合格することは相当難し
かったと思われる。そのため，ポスト不足による昇進待機の多さも考慮すれば，2000 年前後の時
期では A 選考合格者でも係長昇進の平均年齢は 34～35 歳程度に達していたと思われる。むろん何
らかの理由で昇任試験を受験しない職員も珍しくはないが，出願者数・合格者数などから計算する
と，例えば8年目（“現役”）～10 年目（“2浪”）までの累計での受験経験率は，大卒行政職事務
系の場合同期の7割程度であったと推測される17)。なお，その是非は別として，昇任試験合格者を
出すのは本庁管理部門を中心とした一部の部署に偏っており，特に出先からの合格者は A 選考で
はほとんど出ていなかった。

さて，本節の以下の部分では，この同期職員を職位と昇進スピードによって階層化し，それぞれ
のタテのキャリア（昇進）の状況を概観する。なお，この同期入庁者集団のタテのキャリアの全体
像については，図1のキャリアツリーも参照されたい。

2 中期キャリア：第一選抜者グループ
前述のような当時の係長昇任制度に基づき，松尾（2002）でも分析したとおり，このコーホート

では入庁9年目（入庁8年後）から係長昇進者が出始める。ただし9年目の昇進者は修士卒である
ので，実質的にはこの期の最も早い昇進者は入庁 10 年目から出てくる。すなわち，入庁8年目の
終わりに昇任試験に合格したが，A 市の当時の事情から1年待機の上で 10 年目に昇進した職員た
ちである。松尾（2002）でも指摘したとおり，これらに 11 年目の昇進者も加えた 19 人（9年目の
昇進1人，10 年目 12 人，11 年目6人）が事実上この期の第一選抜（ファーストトラック）と考え
てよいであろう。

さて本稿では，まず，この第一選抜者 19 人（男性 18 人，女性1人）18)のヨコの異動とタテの昇

14) ただしこの集団の係長昇進時期には，ポスト不足が深刻化していたため昇任試験合格者のほとんどは1年現職
で係員のまま待機させられた上で（ただし等級上は5級に移行），その後昇進するのが普通であった。従って最
短（学部卒の場合入庁8年目）で合格しても，ほとんどは入庁 10 年目での係長昇進となっていた。本論文の事
例においても入庁9年目での昇進者は1人に過ぎない。しかもその1人も修士卒であることから判断すると，1
年現職で待機させられていた可能性が高い。

15) A 市の職員労働組合の組織範囲は係長までであるため，課長以上への昇進の必要経験年数については当時入
手した組合側の資料には記載されておらず，従ってこれは当時（2000 年代初頭）の人事担当者や組合関係者か
らの聞き取りによるものである。ただし部長以上への昇進の場合，これ以上に早く昇進する者もごく一部存在す
るというし，そのことは本稿の事例からも確認できる。

16) 当時の係長昇任試験（A 選考）の試験内容については，松尾（2002）参照。また，一般選考である A 選考の
ほかに，学科試験の負担を軽くした特別選考（40 歳以上対象の B 選考，50 歳以上対象の C 選考）も当時存在し
ていた。ちなみに A 市では，これらの係長昇任試験は 2018 年度から廃止され，人事評価（2014 年4月の地方
公務員法改正と 2016 年4月の同実施に伴い，2016 年度から各自治体で行われるようになった）の結果等に基づ
いて昇進が行われるようになっている。

17) 筆者が当時確認した人事担当者の言でも，その程度の数値だということであった。
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進について分析する。
まずヨコの異動については，この 19 人の係長での最初の配置部署は，本庁官房系部局2人，本

庁その他7人，出先（外郭団体含む）10 人である。第一選抜者であってもやはり係長としての最
初のポストは出先が多い（ただしこの出先配属者 10 人のうち2人は，官房系部局の一部署である
東京事務所配属である）。

なお上記の第一選抜者 19 人のヨコの異動は，一律に管理されているわけでは必ずしもなく，次
（2回目）の係長ポストへの異動時期は，係長昇進から1年後が2人，2年後が6人，3年後が 10
人，4年後が1人となっている。ちなみにこのグループの2回目の係長ポストでは，外郭団体に出
た1人を除き，全員が本庁（うち官房系3人）となっている。係長として2回目の部署からも，こ
のグループがエリートであることが見て取れる。

次にこの第一選抜者 19 人の課長以上へのタテの昇進についてであるが，結論から言えばこのう
ち入庁 31 年目（2020 年度）初頭時点までに 17 人（うち女性1人）が課長以上に昇進している。
ただしその課長昇進の時期は相当にばらけている。例えば，9年目に係長昇進した1人が課長昇進
を果たしたのは，その 20 年後の入庁 29 年目である。ただしこの職員は経済職だが情報処理区分で
の唯一の採用者であるため事実上技術系に近く，極端な例ではあると考えられる。その意味でこの
1人は「別格」としても，図1の同期全員のキャリアツリーや表2の昇進者のクロス集計表からも
視覚的に明らかなように，係長昇進の第一選抜者の中でも，課長昇進ではかなり後れを取っている
職員も見受けられるし，いまだ課長昇進を果たしていない者も2人存在する。

そして，入庁 31 年目初頭時点までの部長以上への昇進者 11 人（うち女性1人）19)は全員この第

18) 2020 年度現在で退職済みの者1人含む。
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注：カッコ内左側の数字は 2020 年度（入庁 31 年目）までに部長級以上に昇進した者の内数（部長級昇進後の死亡退
職者1名含む）。カッコ内右側の数字は 2020 年度（入庁 31 年目）までに局長級に昇進した者の内数。

表2 係長昇進×課長昇進クロス表（人数）



一選抜者の中から出ている。さらに言えば，この 11 人のうち入庁 31 年目初頭時点での局長昇進者
は5人（全員男性）である。ただしこの集団においても，部長以上に昇進できているのは入庁 21
年目（2010 年度）までに課長に昇進した者に限られており，たとえ第一選抜者であっても入庁 21
年目までに課長に昇進できなかった者は，以下で言及する二番手グループの中の何人かにも追い抜
かれている。

以上のように，（課長以上への昇進が遅れている者が一部存在するとはいえ）このグループは同
期の中では抜群のエリートであり，局長・部長への昇進者も（入庁 31 年目初頭時点では）全員こ
のグループから出ている。ただ，この第一選抜者グループの間でも，タテの昇進に関しては一律年
功的とは言えず，課長以上への昇進においてはトーナメント型の選別が行われていることがわか
る。

3 中期キャリア：二番手グループ
次に，入庁 12 年目～15 年目までに係長への昇進を果たした者 12 人（全員男性）20)を二番手グ

ループと位置づけ，そのヨコの異動とタテの昇進について分析する。
まずこのグループのヨコの異動についてみてみると，この 12 人の係長での最初の配置部署は，

本庁官房系部局0人，本庁その他4人，出先（外郭団体への出向含む）8人である。やはり第一選
抜組よりは出先の比率が高く，本庁配属者も含めて部署の格も低い者が多くなっている。

次の係長ポストへの異動時期は，係長昇進から1年後が1人，2年後が2人，3年後が8人，4
年後1人となっている。やはり第一選抜組と同様に異動のサイクルはばらけており，かつ第一選抜
組よりは異動のサイクルがやや長めになっている。また，係長として2回目の部署は本庁が9人

（うち官房系1人）となっており，第一選抜組ほどではないが多くの者が順調なキャリアを歩んで
いる。

次にこのグループの課長へのタテの昇進については，これも第一選抜組と同様にばらけている
が，それでも入庁 31 年目初頭時点では 12 人中9人が課長に昇進している。しかしこのグループの
課長への昇進に要する期間は第一選抜組よりも若干長め21)であるし，入庁 31 年目初頭時点では部
長昇進者も出ていない。なお，同期入庁者中の最若年者でも定年（60 歳）まで7年余りしか残さ
れていない現状では，このグループからの局長昇進はまず望めず，部長昇進者が最終的に数人出る
かどうかであろう。

4 中期キャリア：三番手以下グループ
次に，入庁 17 年目以降に係長への昇進を果たした者 11 人（男性 10 人，女性1人）を三番手以

下グループと位置づけ，そのヨコの異動とタテの昇進について分析する。なお，このグループの場

19) この 11 人の中には，部長昇進直後に死亡し退職した者1名も含まれている。
20) 2020 年度現在での退職者1人，係員への降格者2人含む（ちなみに近年の A 市では降格は稀ではないとい

う）。
21) ただし第一選抜組で 31 年目までに課長昇進した 17 人の係長昇進から課長昇進までの平均年数は 10.7 年，こ

のセカンドグループから 31 年目までに課長昇進した9人の同平均年数は 11 年であり，それぞれから課長昇進し
た者の間では統計的な有意差はない（第一選抜組だが係長昇進から課長昇進まで 20 年かかった前述の情報処理
区分での採用者1人を除いても有意差はない）。
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合，当時の係長試験の特別選考（40 歳以上を対象にした B 選考）により係長に昇進した者も少な
くないと推察される。

まずこのグループのヨコの異動についてみてみると，この 11 人の係長での最初の配置部署は，
本庁官房系部局0人，本庁その他2人，出先（外郭団体への出向含む）9人である。やはり二番手
グループと比べても係長昇進後に出先に配置された者の比率が高い。中でも区役所が多い。しかし
昇進直前の部署が出先であった者は2人だけであることも考えれば，このグループも昇進前から相
応に高い評価を受けてきた人たちであり，昇進後は出先を中心に現場実務の第一線をリードしてい
る層であろう。

次の係長ポストへの異動時期は，係長昇進から1年後が1人，2年後が1人，3年後が7人，4
年後1人，5年後1人となっている。やはり異動のサイクルはばらけており，そのサイクルも二番
手グループより若干長めであるが，二番手グループと大きな差はない。また，係長として2回目の
部署は本庁が8人と意外に多い。

しかしこのグループのタテの昇進については，2020 年度（31 年目）の初頭時点では課長昇進者
はゼロである。従って，定年までの残り年数も考慮すれば，このグループからの部長以上への昇進
はまず望めず，課長昇進者が最終的に数人出るかどうかであろう。

5 中期キャリア：非昇進者
同期の約半数を占めているのがこの非昇進者である。その人数は，係長昇進後の降格者2人を除

いて 2020 年度（入庁 31 年目）初頭時点で 35 人である（同時点での在職者数は 75 人）。その男女
別の内訳は男性 19 人，女性 16 人であり，やはり女性が多くなっている。このグループのヨコの異
動については，やはり管理職よりも長めのサイクルとなっている。そして職務経歴を見る限り，例
えば税務・福祉・都市計画などある程度は専門フィールドを意識した異動が行われ，それによって
出先を中心とした職場のベテラン層としての能力養成が図られていることはうかがえる。ただし，
図1の通り，この期からの直近の係長昇進は 27 年目であることも考えれば，今後このグループか
ら係長昇進者は出てこない可能性もある。

このグループの特徴としては，やはり女性が多いことが指摘できる。31 年目時点で在職中の女
性職員 18 人中 16 人がこのグループである。しかしこの期の女性採用者は 21 人であるので，残存
率は非常に高く，同期の男性よりも高い（しかもこの 21 人中の退職者3人はいずれも入庁後2年
以内に退職しているので，その後は 30 年近く1人も退職者を出していないことになる）。このこと
は，地方自治体の職場が，家庭生活との両立などの点で女性にとって民間企業よりは就労継続しや
すいことを示唆するものでもあろう22)。だがその一方で，この期の女性職員からの管理職昇進者が
現時点で2人（部長と係長各1人）しか出ていないことは，昇進政策や人事政策上残る課題であろ
う。

また，もうひとつ目につくのは，いわば「高学歴ノンエリート」の存在である。例えば，この期
の入庁者の出身大学の中で最も入試難易度の高い旧帝大 X 1大卒の在職者3人はいずれも係員で
ある。また，この地方の総合大学としては X 1大に次ぐランクに位置づけられる旧帝大 X 2大卒

22) 改姓の状況などから判断する限り，この女性職員 18 人中 10 人程度は既婚と思われる（ちなみに部長の1人は
未婚，係長の1人は既婚である）。
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の在職者2人のうち1人も係員である。さらに，地元の名門国立 Y 2大卒でも，在職者 14 人のう
ち6人は係員である（なお，この期の「名門」大出身者の昇進状況は表3表4の通りである）。む
ろんこれらには本人の意欲や志向の問題も大きいのであろうし，高学校歴者の全てが管理職を目指
さねばならない道理もない。しかし仮にもし A 市の人事管理が高学校歴者のポテンシャルをスポ
イルしてきた，あるいは彼らの動機付けに失敗してきた面があるとすれば，それは改善を要する課
題ではなかろうか。

Ⅳ 中期キャリアにおける異動・昇進の構造

以上，タテの昇進を基準にこの同期入庁者をカテゴライズし，それぞれのカテゴリーのタテとヨ
コのキャリアについて分析してきた。これを踏まえ，本節では，中期キャリアの各段階ごとの異動
と昇進の構造についてまとめたい。

1 中期キャリア：係長段階でのヨコの異動
まず，中期キャリアの最初の段階としての係長段階におけるヨコの異動についてである。
係長昇進後の異動サイクルは，第一選抜～三番手以下の各グループ間では極端な差はなく3～4

年サイクルとなることが多いが，第一選抜組のほとんどは係長として2カ所目の職場で本庁の枢要
部署に戻る。そして第一選抜組は，係長段階でも官房系，事業局の庶務系・政策系などを回ること
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名門大 その他大 名門大占有
率 カイ二乗値 P　値

入庁時 33 61 0.35
11年目時点係長 7 12 0.37 0.1217 0.7272
21年目時点係長以上 11 27 0.29 1.7336 0.1879
21年目時点課長 5 8 0.38 0.4471 0.5037
31年目時点係長以上 12 30 0.29 1.967 0.1608
31年目時点課長以上 10 16 0.38 0.4471 0.5037
31年目時点部長以上 5 6 0.45 4.0599 0.0439
31年目時点局長 1 4 0.20 13.4069 P < 0.001

注：それぞれの時点での既退職者や係員への降格者も含む累積人数。「名門」大とは旧帝大・一橋大・東工大・神戸
大・早大・慶大とする（院卒は含める，二部卒は除く）。

表3 「名門」大卒とその他大卒の昇進状況

 

入庁数 係員 係長 課長 部長 局長
旧帝大X1大 5 5(2) 0 0 0 0
旧帝大X2大 4 3(2) 1 0 0 0
旧帝大X3大 1 0 0 1 0 0
国立Y1大 1 0 0 0 1(1) 0
国立Y2大 21 13(7) 1 3 3 1
私立Z大 1 0 0 1 0 0

注：カッコ内は既退職者で内数。

表4 「名門」大出身者の入庁 31 年目までの到達職位



が多く（係長最初の職場だけは「武者修行」的な位置づけで外郭団体等の出先となることも多い
が），この点で二番手グループ以下とは差がある。ただし，係長昇進後の異動サイクルは個人間で
はある程度ばらけているので，同年次係長昇進者の年次管理という発想は弱いと推測できる。

2 中期キャリア：課長への昇進
次に課長への昇進については，次のように特徴をまとめることができる。
図1や表2などからも明らかに，係長昇進後，早い人で8年後から課長に昇進していく。ただし

課長への昇進については第一選抜者の中でもばらつきが見られ，第一選抜者内の1～2年の差は課
長昇進段階で逆転することはある。また，第一選抜組の中でも課長昇進では大幅に後れを取る，あ
るいはいまだ課長昇進していない者も存在する。従って，課長昇進段階で二番手グループの一部が
第一選抜組の一部を追い抜く例は見られる。しかし二番手グループが第一選抜組の上位層に追いつ
くことはない。そして第一選抜組の一部上位層は，その下位層や二番手グループよりもかなり短い
年数で課長に昇進していく。

3 中期キャリア：部長への昇進
部長昇進段階では，追い抜きはほとんど起こっていない。ほぼ課長昇進年次の早い順に部長に昇

進している。入庁 31 年目までの時点では，二番手グループ以下から部長昇進者は1人も出ていな
い。従って二番手グループが第一選抜者の大半に追いつくことはない。もっとも，第一選抜組でか
つ課長昇進が早かった者の間でも，部長昇進時期はかなりばらけている。第一選抜者の間でも部長
になれている者は，31 年目時点では6割弱である。結局，部長以上への昇進は，第一選抜者の間
でのサバイバルレースとなっている。

4 局長への昇進
局長への昇進については，（特別職の副市長などを別とすれば）庁内キャリアの最終段階であり，

それゆえ本稿のテーマからはひとまず外れる上に，その最終的な結果がほぼ明らかになるまであと
数年を要する。ただしこの集団からも局長への昇進者がすでに数人出ていることもあり，補足的に
一応言及しておく。

局長へは，早期に部長昇進した者が横滑り的に順当に昇進している（31 年目時点で局長は5
人）。追い抜きは見られない。また，あと4～5年の経過をみる必要はあるが，定年までの残り年
数も考慮すると，部長昇進が遅かった者が局長まで昇進できるかは微妙である。

ちなみに，ここまでのデータを見る限り，（A 市の人事制度に大きな変更がなければ）最終的な
局長昇進者は多くみても7～8人であり，同期入庁者（94 人）の1割はいないと予測できる。部
長以上でも2割は出そうにない。

Ⅴ 昇進の規定要因

ここまでは，この同期入庁者集団の昇進の実態をデータを通じて明らかにし，その昇進構造につ
いて分析してきた。次には，そもそも何が昇進を決めるのかという昇進の規定要因について，ヨコ
の異動にも着目しながら考察していきたい。
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1 係長への昇進の規定要因
係長への昇進の規定要因については，松尾（2002）で指摘した通りである。すなわち，入庁後の

初任部署は昇進にそれほど影響しないが，（入庁3～4年目の最初の異動で就く）2回目の部署や，
（係長昇任試験受験資格を得る）入庁8年目の在職部署が重要であり，その時点でいわゆる官房系
部局などの評価の高い部署や，事業局の庶務や経理等の管理的職務に就いた者の多くが係長に早期
に昇進していくということであった。このことから，松尾（2002）では，管理的部門の管理的職務
中心にやや狭めのキャリアを歩んできた者が係長昇進において有利であることを指摘した。

ただし，松尾（2002）は，まだこの同期中の係長昇進者が少数であった入庁 11 年目までのデー
タを分析したものであった（表5-1のプロビットモデルの分析結果参照）。そこで本稿では，松尾

（2002）のモデルと同じ変数を採用したプロビットモデル23)を用いて，入庁 11 年目時点の在職者
85 人を対象にその入庁 31 年目までのデータを分析したところ（表5-2），係長昇進に関しての

「8年目部署」の効果の有意水準は，意外にも入庁 11 年目までのデータよりも高かった（モデル

23) すなわちこのモデルでは，31 年目時点までの係長昇進（昇進後の降格・退職含む）の有無（昇進＝1，非昇
進＝0）を被説明変数とし，性別（男子＝1，女子＝0），出身校ランク（「名門」大＝1，その他大＝0），出
身校所在地（出身大学の本部所在地が A 市と同県内である場合＝1，それ以外＝0），初任部署（本庁官房系＝
2，本庁その他＝1，出先＝0），初任職務（管理系職務＝1，その他＝0），2回目部署・2回目職務・8年目
部署・8年目職務（ダミー変数のとり方は初任部署・職務に同じ），8年目時点異動回数の 10 変数を説明変数と
する。
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表5-2 偏回帰係数の推定（11 年目在職者 85 人中の 31 年目までの係長昇進）
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表5-1 偏回帰係数の推定（11 年目在職者 85 人中の 11 年目までの係長昇進）



（1）の場合，11 年目 P 値＝ 0.0417,31 年目 P 値＝ 0.0027）。これは，二番手グループ以下の昇進
にも初期キャリア段階での配置部署が影響しているということであろう。なお，31 年目までの時
点で女性の管理職昇進者が2人しかいないことからも当然であるが，係長昇進において「性別」の
変数も有意となっている。

2 課長への昇進の規定要因
課長への昇進については，上記の 85 人を対象に上記と同じモデルで分析すると，「8年目部署」

の効果の有意水準は表5-2よりもさすがに低下しているが（表6-1），依然5％水準で有意であ
る（モデル（1）の場合 P 値＝ 0.0342）。

また，対象を 31 年目までの係長昇進経験者 42 人に絞り，変数も少なくしたプロビットモデル24)

で分析すると（表6-2），「係長昇進までの年数」の変数だけが5％水準で有意となった（P 値＝
0.0298）。このことは，係長時代の所属部署による昇進格差は大きくない一方で，やはり係長に早

24) すなわちこのモデルでは，31 年目時点までの課長昇進（昇進後の退職含む）の有無（昇進＝1，非昇進＝0）
を被説明変数とし，出身校ランク（「名門」大＝1，その他大＝0），係長初任部署（本庁官房系＝2，本庁その
他＝1，出先＝0），係長8年目部署（ダミー変数のとり方は係長初任部署に同じ），係員・係長時代の本庁勤務
期間比率（同本庁勤務年数÷同合計勤続年数），係員・係長時代の本庁官房系勤務期間比率（同本庁官房系勤務
年数÷同合計勤続年数），係長昇進までの年数の6変数を説明変数とする。
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表6-1 偏回帰係数の推定（11 年目在職者 85 人中の 31 年目までの課長昇進）

* P<0.05 ** P<0.01

表6-2 偏回帰係数の推定（係長昇進者 42 人中の 31 年目までの課長昇進）



く昇進した者の方が課長にも昇進しやすいことを示している（現実にも，図1の通り，31 年目時
点で課長以上に昇進しているのは，15 年目までに係長昇進した者に限られる）。

3 部長への昇進の規定要因
部長への昇進についても，まず上記の 85 人を対象に上記と同じプロビットモデルで分析すると，

モデル（3）においてのみ「8年目部署」の変数が5％水準で有意であった（表7）。ただし，係
長昇進・課長昇進に比べてその有意水準はさすがに低下している。

また，部長以上への昇進者については事例数が少ないこともあり，個々の事例に即しても要因を
検討する。図1のキャリアツリーなどが示すとおり，部長への昇進は，Ⅲ2で言及した第一選抜者
の間での競争となっている。ただし第一選抜者の中でも，部長以上に昇進するのは 21 年目までに
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注：表中の網掛け部分は本庁，濃い網掛け部分は本庁官房系部署を示す（広報課は旧市長室という出自から官房系に
分類した）。

表8 部長昇進者のキャリア
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* P<0.05 ** P<0.01 

表7 偏回帰係数の推定（11 年目在職者 85 人中の 31 年目までの部長昇進）



課長に昇進した者に限られている。また部長昇進時期になると，恐らくは定年から逆算して年齢に
よる昇進時期の調整も図られていることがうかがえる（すなわち表8表9の部長・局長昇進者の入
庁時年齢欄からもうかがえるように，入庁時の年齢が高かった者を早く部長に昇進させている傾向
が見られる）25)。

なお，部長昇進者のキャリアについては，表8の部長昇進者の個別キャリアが示すとおり，本
庁，特に官房系の経験年数の長い者がほとんどである。

4 局長への昇進の規定要因
局長への昇進者は入庁 31 年目初頭時点で5人しかいないため，もっぱら個々の事例に則した分

析を行う。局長への昇進者はむろん全員第一選抜者の中から出ているが，その中でも早期に部長に
昇進した者が横すべり的に順当に局長に昇進しており，逆転は見られない。局長昇進者の個別の
キャリアは表9の通りである。局長昇進者は，部長昇進者同様にやはり本庁管理部門を中心に経験
してきた者であり，特に同期の中で最も早く局長に昇進した職員（表9の A 氏）のキャリアはす
べて本庁である。

なお，31 年目時点で局長昇進済みの5人と部長までの6人（死亡退職者1人含む）とを比べる
と，表8表9からも明らかに，勤続年数に占める本庁経験年数の比率では両者で大差はないが，本

25) この点については，この集団の部長昇進者の一人からもインタビューで聞き取ることができた。なお，この集
団の入庁当時，大卒一般行政職の採用年齢の上限は満 27 歳（採用時）であった。
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表9 局長昇進者のキャリア



庁官房系経験年数の比率ではやはり局長昇進者の方が高くなっている。

Ⅵ まとめ：データ分析からの指摘事項と政策的含意

最後に，ここまでの分析を踏まえ，本稿のまとめとして，データ分析から指摘できる点について
述べるとともに，地方公務員の人事政策についての若干の問題提起を行うこととする。

1 データ分析からの指摘事項
本稿のデータの分析から指摘できることは，第1に，少なくとも本稿で対象にした集団に関する

限り，初期キャリア段階での選別結果がその後の庁内キャリアでも持続しているということであ
る。すなわち，初期キャリア段階での「勝者」のグループが中期キャリアでも先頭を牽引してい
る。その意味で，中期キャリアでも「早い選抜」の効果が持続していると言える。

確かに，第一選抜～二番手グループまでの範囲内では，数年程度の昇進時期の差は次の職位への
昇進で逆転可能である。しかし，二番手グループは第一選抜の上位層に決して追いついていない

（例えば二番手グループからの最速の課長昇進は入庁 22 年目であり，18～21 年目で課長昇進して
いる第一選抜組の 13 人には追いついていない）。そして，現在（31 年目）の時点では，二番手グ
ループ以下から部長昇進者は出ておらず，三番手グループ以下からは課長昇進者は出ていないとい
うように，第一選抜／二番手グループ／三番手以下／非昇進者のそれぞれの間の壁は厚いと言え
る。

第2に指摘できることは，中期キャリアを通じて基本的にはトーナメント型の競争が行われてい
るが，第一選抜組はやや庇護されているということである。すなわち，第一選抜者の集団は係長昇
進以後は大きくばらけず，数年の差を伴いながらも多くが課長以上に順当に昇進していく。集団か
ら遅れる者が少しずつ出てくるだけである。逆に，この集団から昇進上抜け出て他の者に差をつけ
る者もほとんどいない（強いて言えば同期に先駆けて 24 年目で部長・29 年目で局長になった1人
が抜擢者と言えようか）。具体的に言えば，第一選抜組 19 人のうち 17 人が入庁 31 年目時点で課長
以上に昇進している。また前述の通り，そのうち 13 人は 21 年目までに課長に昇進しており，後続
グループに追いつかれていない。そして部長昇進者 11 人は全員このグループから出ている。

なお以上の第1，第2の指摘から，先行諸研究における「早い選抜」の指摘が本稿でも裏付けう
る。

第3には，係長昇進者の異動サイクルや課長昇進時期にはばらつきがあり，同一年次係長昇進者
が横並びで年次管理されているわけではないということである（特に異動サイクルについては，恐
らくはライン側の要請もあってばらつきが出ているのであろう）。ただし同期のトップが課長や部
長に最も早く到達する年数は揃えられており，単独選抜は見られない（部長に4ヶ月早く，局長に
2年早く単独昇進した1人は例外的存在）。その意味では，同期全体では課長・部長昇進時期にお
いても年次管理されていると言える。

第4に，民間大企業の昇進研究の諸事例との比較で言えば，（時代背景等の相違はあるにせよ）
政令指定都市職員の昇進は明らかに厳しく，職員の学力や学校歴の高さも相まって管理職への昇進
は難関であると言える。また言うまでもなく，今田・平田（1995）で指摘されているような中期
キャリア段階での同期全体の「踊り場」や「仕切り直し」は存在しない。
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第5に，本稿ではトップグループのみならず二番手以下の異動と昇進にも注意を払ったが，これ
については次のようなことが指摘できる。まず，堅実な中堅層（例えば前述の二番手三番手グルー
プや，表 10 のグループ J や K など）が存在しており，ここから係長や課長が多く輩出され，行政
機構の屋台骨を担っているということである。また非昇進者も専門性の形成は相応に意図されてい
ることが多い。ただし二番手以下でも係長昇進までの年数が課長昇進と相関しており，その中で
31 年目時点で課長に昇進しているのは 15 年目までに係長昇進した者に限られている。

第6に，地方公務員の昇進に関する先行研究との関連で言えば，やはり本稿の事例からも本庁勤
務者，特に官房系経験者の昇進上の優位性が指摘でき（いわゆる「人財企」の優位性），先行諸研
究の指摘を裏付ける結果となっている26)。このことから本稿の事例からも昇進における管理的スキ
ルの重要性を指摘することができる。ただし，A 市の事例からは，企画的部署や新規事業立ち上
げの部署を経験した者が抜擢され，部長以上に昇進していく例もみられることは指摘しておく（あ
くまで第一選抜者の間での話であるが）。

第7に，属性的側面27)とキャリアとの関連について述べれば，男性職員との比較で，女性の残存
率の高さと昇進率の顕著な低さは目につく。また，昇進と学校歴との相関は強くなく，「高学歴ノ
ンエリート」の存在も目につくし，かつ高学校歴者の残存率は低めである。女性の残存率が高いこ

26)「人財企」すなわち人事・財務・企画畑の経験が昇進上有利に働くことの理由は，それらの部署にヒトやカネ，
政策の情報が特に集まるため，それらの部署を経験することが公務員としての管理的スキルの向上に資するから
であろう。

27) なお A 市の事例からは，（公務員の世界にありがちな）法律職採用者の経済職に対する昇進上の優位は確認で
きない（むしろ逆の傾向すらある）。これは，A 市における企画的・実務的能力の重視，地方自治体においては
法律の専門的知識は実務上国ほど重要ではないこと，等の傾向を反映している可能性がある。また，地元有力大
の学部構成（法学部定員が多くなく，それがいわゆる看板学部でもない）も影響しているかもしれない。
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注：松尾（2002）に加筆（A～S のイメージは当時のもの）。8年目と 11 年目の在職者数は同じ（85 人）。昇進者数

は各年目初頭までの累計（昇進後の退職者・降格者も含む）。

表 10 入庁者の属性・8年目時点の所属に基づく分類とその後の昇進状況



とは，女性にとって公務が民間よりも就業継続しやすい環境であることを示唆しているであろう。
しかし，女性の昇進率の低さや「高学歴ノンエリート」が目立つこと，高学校歴者の残存率の低
さ28)は，彼らの昇進への意欲の低さや組織へのコミットメントの低さも要因としてあると思われる
ので，これらは人事管理上改善を要する課題であろう。

2 政策的含意
最後に，上記のような指摘事項を踏まえた政策的含意としては，以下のことが言いうる。
まず，本事例の分析からも地方公務員の人事における「早い選抜」の実態がやはり確認できた。

しかしこうした「早い選抜」が，初期キャリア段階から本庁管理部門中心のキャリアを歩んできた
職員を過大に評価する一方で，女性職員や出先中心にキャリアを重ねてきた職員などを評価し損な
い，人事の公平性を損なっている面は果たしてないのであろうか。もしそのような面があるとすれ
ば，係長への選抜時期（係長への昇進年齢やそれに先立つ係員段階での実質的選別時期）をやや遅
くして初期キャリア段階での配置・異動の均等化を図りつつ，この段階での選抜の厳しさを緩くす
ることは検討すべきである。また，（級別定数の制約はあろうが）初期キャリアでの選抜をやや緩
めて係長昇進者をもう少し多めに出し，反面中後期キャリアでの選抜をもう少し厳しくすることも
検討すべきである。現在検討中の公務員の定年延長との関係でもこれらは検討の価値があろう。

女性の管理職昇進者が少ないことや，少なからぬ数の「高学歴ノンエリート」が存在することの
背景には，女性や高学校歴者の昇進意欲の低さという問題もあろう29)。もしそうだとすれば，彼ら
の意欲をいかに高めるかが人事政策上の課題となってこよう。そのためには，女性職員のワークラ
イフバランスへの配慮や，特に高学校歴者のやる気を削ぎがちな中央省庁からの天下り人事の見直
しなどは検討すべきである。なお，前述のように初期キャリア段階での選抜をやや遅くかつ緩めに
することは，多くの女性職員の結婚・出産時期と重なる 20 代後半～30 代前半の時期における決定
的選抜を回避することによって女性職員の昇進に有利に働く可能性がある30)し，国家Ⅰ種（総合
職）試験や司法試験等に落ちて不本意に入庁してきた高学校歴者の気持ちの切り替えをこの期間内
に促すことも期待できるかもしれない。

なお，早い選抜を行わざるを得ないことの背景には，新卒採用者全体に占める大卒者の比率の高
さもあると考えられる。従って，採用者の学歴（学校歴ではない）バランスを見直し，大卒の比率
をやや抑えめにすることは考えられてもよい31)。その代わりにアファーマティブアクションも兼ね
て高卒や短大卒などをやや多めに採用するならば，大卒の希少性が高まり，大卒者の昇進速度を維
持しつつ「遅い選抜」を行うことが可能になるかもしれない。また，大学院卒の採用区分を設け

28) 表4の通り，「名門」大卒入庁者の 31 年目時点での残存率は 63.6％（33 人中 21 人）であり，同期全体の同残
存率 79.8％（入庁者 94 人中 75 人）とは差がある。

29) そもそも女性や高学校歴者は，昇進への意欲の低さゆえに係長昇任試験を受験してこなかった者の割合も高い
と推察される。

30) 脇坂明も，遅い選抜は女性管理職の輩出を妨げる効果をもつが，遅い選抜がワークライフバランス制度を導入
しやすいというルートを通じて，そのマイナスの効果を緩和していると指摘している（脇坂 2019：173）。

31) A 市は政令指定都市の中でも大卒職員比率が高く，すでに 1990 年時点で一般行政職採用者（技術系や専門職
含む）のうち，約6割は大卒であった。最近の A 市における一般行政職事務系の新卒採用状況を見ると，大卒
の採用が 80 人前後となっている一方で，短大卒と高卒の採用数はそれぞれ数名しかいない。
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て，高学校歴者をそのトラックに誘導して専門性を重視した処遇を行うことも検討すべきである。
いずれにせよ，国家公務員のように大卒レベルの採用者の中で総合職と一般職の区分を設けること
はただちには困難であるとしても，大卒（事務系の場合ほとんどは学部卒）の十把一絡げ的採用は
見直し，学歴によるトラッキングを適切に行うべきであろう。
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